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＜議員定数検討特別委員会＞

●議員定数検討に至るこれまでの経過
　現在、豊田市の議員数は４７人です。
　豊田市の合併前の条例で定めている議員数は４０人ですが、平成１７年４月１日の豊田市と周辺６
町村との合併に際し、平成２３年４月２９日までの間は議員定数の特例として４７人としています。こ
の特例は、次回（平成２３年４月予定）の市議会選挙には適用されません。
　そこで、次回の選挙は、条例のままとするのか、あるいは、本市の人口規模で地方自治法に定めら
れている議員の上限数４６人以内で見直しを行うのか選択が必要となります。
　合併後のまちづくりの状況から様々な地域課題も出されています。そこで豊田市議会では、本年６
月に議員定数検討特別委員会を設置し、市民のみなさんからのご意見を伺いながら議員の適正数に
ついて検討を始めることとしました。

合併地域の面積・人口

上段

下段

平成17年４月１日現在

平成21年8月1日現在
（人口の推移）

小原地区
74.54㎞2

4,345人
4,303人
（－42）

旭地区
82.16㎞2

3,531人
3,299人
（－232）

稲武地区
98.63㎞2

3,154人
2,802人
（－352）

下山地区
114.18㎞2

5,557人
5,358人
（－199）

足助地区
193.27㎞2

9,661人
9,094人
（－567）旧豊田市

290.11㎞2

362,157人
379,146人
（＋16,989）

《住民登録人口》

合併時の人口
407,682人

現在の人口

藤岡地区
65.58㎞2

19,277人
19,938人
（＋661）

423,940人
面   積

918.47km2



※このページは、折込み「とよた市議会だより臨時号」の裏面になります。
　本紙から抜き取ってご覧ください。とよた市議会だより 臨時号

　本市では、平成１７年に「豊田市まちづくり基本条例」を制定し、本年５月に「豊田市議会基本条例」を議員提出
条例として制定しました。
　地方自治の目的は、住民福祉の向上にあります。その目的を達成するため、議会基本条例では、議会は「市政に
おける最高の意思決定機関として、市民の意思を市政に反映させるため、公平・適正な議論を尽くし、真の地方自
治の実現を目指す」ものとし、市民のみなさんに「わかりやすい開かれた議会運営を行うこと」としています。
　また、地方自治体の特徴である二元代表制（市民が市長と市議会議員をそれぞれ直接選挙で選ぶ仕組み）のあ
り方として「市長とは常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視・評価を行うとともに、政策立案・提言を通じ
て、市民福祉の向上・市政の発展に取組む」としています。
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　今後、特別委員会での検討状況については市議会だより、市議会ホームページ、エフエムとよた（ラジオ・ラ
ブィート）「市議会の扉」でお知らせしてまいります。また、下記のシンポジウムのほか、「議会だより9月市議会定
例会号」（10月15日発行予定）で、市民のみなさんからのご意見をお寄せいただく機会を持ちたいと考えており
ます。
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と　き

ところ

内　容

平成２１年９月２０日（日）
※午後２時～４時３０分（予定）

豊田産業文化センター （小ホール）

基調講演（午後２時～午後３時）
第1部 ｢住民意思の反映と議会の役割｣

野村　稔 氏講　師 （元全国都道府県議会議長会 議事調査部長）

シンポジウム（午後３時～午後４時）

質疑（午後４時～午後４時３０分予定）

第2部 ｢議会の活性化と議員の役割・責務｣
出演者 コーディネーター　

アドバイザー　　　
パネリスト

議員定数検討特別委員長
野村　稔 氏
地域関係者、産業関係者、労働関係者

※座席（240席）は自由席ですが、席数に限りがありますのであらかじめご承知おきください。
　なお、事前の申込みは不要です。


